
 

東京技能者協会 

 

建設業等における「携帯用丸のこ盤」安全教育の徹底 

 

【通達】建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全

教育を特別教育に準じて実施するように関係団体に通達（基安発0714第２号）が出された。 

 

【通達の概要】 

 携帯用の小型電動機器は、安価でかつ性能が良く、作業の効率化、正確な作業を目指し

て使用されるケースが多くなってきた。特に建設現場においては、木製の型枠等を加工す

る場合、携帯用丸のこ盤を使用することが増えてきている。 

 便利な小型電動機器で、誰にでも簡単に使用できるが、携帯用丸のこ盤を使用した作業

において、毎年多数の労働災害が発生している。これは、鋭利でかつ高速で回転する刃物

を使用しているため、災害が起こると重篤度の高いものになるからである。その原因とし

て挙げられているのが、安全に必要な基本的な知識や正しい使い方を理解していないこと

による点である。 

 これらの経緯を踏まえ、携帯用丸のこ盤を使用する作業に従事する者に対する安全教育

を、特別教育に準じて実施することにより、労働災害の発生を抑えるため、平成２２年７

月１４日付けで関係する団体に、教育実施について具体的な内容の通達が出された。 

 

【通達の内容】 

 労働安全衛生法第６３条（国の援助）に基づき、平成 3 年 1 月 21 日付け基発第 39 号「安

全衛生教育の推進について」等により安全教育の推進を図るとともに、今回更に、特別教

育に準じた教育として、次の建設業等において「携帯丸のこ盤」を使用する作業に従事す

る者に対する安全教育実施要領を定めた。 

 

１ 目的：   正しい作業を行うために必要な知識と技能の付与 

安全の一層の確保 

２ 対象者：  携帯用丸のこ盤を使用して作業に従事する労働者 

３ 実施者：  事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体等 

４ 実施方法： 携帯用丸のこ盤を使用して作業を行う者に対する安全教育カリキュラム 

５ 修了書交付：教育の記録、保管、修了証の発行 
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【安全教育カリキュラム】 

安全教育カリキュラムとしては、下表のように学科教育と実技教育からなり、合計４時

間以上の安全教育を行うよう定められている。特に、反ぱつ予防装置や歯の接触予防装置

の取扱に関係する災害が多く発生することからその構造規格に対しても言及している。 

 

１、学科教育 

科  目 範   囲 時間 

携帯用丸のこ盤に関する知

識 

・携帯用丸のこ盤の構造及び機能等 

・作業の種類に応じた機器及び歯の選定 

0.5 

携帯用丸のこ盤を使用する

作業に関する知識 

・作業計画の作成等 

・作業の手順 

・作業時の基本動作（取扱の基本及び切断作業の方

法） 

1.5 

安全な作業方法に関する知

識 

・災害事例と再発防止策について 

・使用時の問題点と改善点（安全装置等） 

0.5 
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携帯用丸のこ盤の点検及び

整備に関する知識 

・携帯用丸のこ盤及び歯の点検・整備の方法 

・点検結果の記録 

0.5 

関係法令 ・労働安全衛生関係法令中の関係条項等 0.5 

合計  3．5 

２、実技教育 

科  目 範  囲 時間 

携帯用丸のこ盤の正しい取

り扱い方 

・携帯用丸のこ盤の正しい取り扱い方 

・安全装置の作動状況の確認 

0.5 

合計  0.5 

                                合計 4.0 時間 

【その他】 

 第１１次労働災害防止計画においては、機械の種類ごとに安全対策の充実を検討し、必

要な措置を実施することになっておりますので、この通達もその一環である。事業者が積

極的に取り組むとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働

者に事業団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう奨励している点が覗える。 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


